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条  例  案  の  概  要 

議案第７３号 幸手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例  

１ 内  容 

期末手当の支給割合の改定   

年間支給割合を０．１５月分引下げ     

                         （単位：月） 

 
年度 

期末手当支給割合 

６月期 １２月期 年間計 

【現 行】 令和３年度 2.225 2.225 4.45 

【改定後①】 令和３年度 2.225 2.075 4.30 

【改定後②】 令和４年度以降 2.15 2.15 4.30 

（第１条及び第２条中第５条関係） 

２ 施行期日 

上記１内容【改定後①】について 公布の日 

上記１内容【改定後②】について 令和４年４月１日 

議案第７４号 幸手市市長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

１ 内  容 

期末手当の支給割合の改定   

年間支給割合を０．１５月分引下げ 

（単位：月） 

 
年度 

期末手当支給割合 

６月期 １２月期 年間計 

【現 行】 令和３年度 2.225 2.225 4.45 

【改定後①】 令和３年度 2.225 2.075 4.30 

【改定後②】 令和４年度以降 2.15 2.15 4.30 

（第１条及び第２条中第５条関係） 

２ 施行期日 

上記１内容【改定後①】について 公布の日 

上記１内容【改定後②】について 令和４年４月１日 
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議案第７５号 幸手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

１ 内  容 

期末手当の支給割合の改定 

年間支給割合を０．１５月分（再任用職員は０．１０月分）引下げ 

（単位：月） 

 
年度 

期末手当支給割合 

６月期 １２月期 年間計 

【現 行】 令和３年度 1.275 

(0.725) 

1.275 

(0.725) 

2.55 

(1.45) 

【改定後①】 令和３年度 1.275 

(0.725) 

1.125 

(0.625) 

2.40 

(1.35) 

【改定後②】 令和４年度以降 1.20 

(0.675) 

1.20 

(0.675) 

2.40 

(1.35) 

※ 表中（）内は再任用職員の支給割合 

  （参考） 

期末手当・勤勉手当支給割合  （単位：月） 

 期末手当 勤勉手当 年間計 

改定前 2.55 

（1.45） 

1.90 

（0.90） 

4.45 

（2.35） 

改定後 2.40 

（1.35） 

1.90 

（0.90） 

4.30 

（2.25） 

      ※ 表中（）内は再任用職員の支給割合 

※ 勤勉手当は改定しない。 

（第１条及び第２条中第１７条の４関係） 

２ 施行期日 

上記１内容【改定後①】について 公布の日 

上記１内容【改定後②】について 令和４年４月１日 
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議案第７６号 幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例 

１ 内  容 

 (1) 会計年度任用職員の給料及び地域手当の合計額が埼玉県の最低賃

金額の水準を下回る場合の規定の整備 

埼玉県の最低賃金額に１６２．７５（７．７５時間×２１日）を乗

じ、１００分の１０６で除して得た額を給料月額とするもの 

（第１条中第３条関係） 

 (2) 期末手当の支給割合の改定 

    令和３年度１２月期は据置き、令和４年度以降の年間支給割合を

０．１５月分引下げ   

（単位：月） 

 
年度 

期末手当支給割合 

６月期 １２月期 年間計 

【現 行】 令和３年度 1.275 1.275 2.55 

【改定後①】 令和３年度（据置き） 1.275 1.275 2.55 

【改定後②】 令和４年度以降 1.20 1.20 2.40 

（第１条及び第２条中第７条及び第１６条関係） 

２ 施行期日等 

上記１内容(1)について 公布の日（令和３年１０月１日から適用） 

上記１内容(2)【改定後①】について 公布の日 

上記１内容(2)【改定後②】について 令和４年４月１日 
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議案第７７号 押印及び署名の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例 

１ 内  容 

市民等の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、条例において求め

ている押印及び署名の見直しに伴う関係条例の規定の整備 

(1) 幸手市職員の服務宣誓に関する条例及び職員の服務の宣誓に関する

条例の一部改正 

新たに職員となった者が行う宣誓書への署名押印を不要とするもの 

（第１条及び第２条関係） 

 (2) 幸手市固定資産評価審査委員会条例の一部改正 

固定資産評価審査委員会の書記が作成する各調書への委員及び書記

の署名押印を不要とするもの 

（第３条関係） 

(3) 幸手市認可地縁団体印鑑条例の一部改正 

    認可地縁団体印鑑の登録及び登録廃止に係る申請書への代表者等

の個人の印鑑の押印を不要とするもの 

（第４条関係） 

 (4) 幸手市市営住宅管理条例の一部改正 

    市営住宅の入居手続及び入居権利者の地位の継承手続において提

出する請け書への署名を不要とするもの 

（第５条関係） 

２ 施行期日 

令和４年４月１日 
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議案第７８号 幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部

を改正する条例  

１ 内  容 

職員の妊娠、出産、育児等と仕事の両立を支援するため、特別休暇と

して不妊治療休暇を新設するもの 

(1) 不妊治療休暇の事由 

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると

認められる場合 

(2) 休暇の付与日数 

一の年において５日（通院等が体外受精その他の規則で定める不

妊治療に係るものである場合にあっては、１０日）の範囲内の期間 

  （第１４条関係） 

２ 施行期日 

令和４年１月１日 

 

 

議案第７９号 幸手市土地開発基金条例を廃止する条例  

１ 内  容 

先行用地取得の必要性が薄れたこと及び基金の設置目的を果たしたこ

とから、幸手市土地開発基金条例を廃止するもの 

２ 施行期日 

   令和４年４月１日 
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議案第８０号 幸手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  

１ 内  容 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一

部改正に伴う規定の整備その他所要の改正 

(1) 電磁的記録等に関する規定の整備 

ア 特定教育・保育施設等の業務負担軽減を図るため、特定教育・保

育施設等が記録、作成等を書面等により行うことが規定されている

ものについて、電磁的記録による対応を認めるもの 

イ 教育・保育給付認定保護者の利便性の向上等を図るため、教育・

保育給付認定保護者への重要事項の交付のほか、書面等による同意

の取得等について電磁的方法による対応を認めるもの 

（第５３条関係） 

(2) その他所要の改正 

２ 施行期日 

公布の日 

 

 

議案第８１号 幸手市手数料条例の一部を改正する条例  

１ 内  容 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）

等の一部改正に伴う長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等の額の改

定及びその他所要の改正 

(1) 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料及び計画変更認定申請手数

料を次に掲げる場合に区分し徴収するもの 

 ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１

号）第６条の２第３項の確認書又は同条第４項の住宅性能評価書の

提出による場合 
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イ ア以外の場合 

（別表関係） 

 (2) 共同住宅の認定単位を住戸単位から住棟単位に変更することに伴

う規定の整備 

（別表関係） 

 (3) 手数料の減免対象となる事務に係る号ずれ及び引用条項の整理そ

の他所要の改正 

（第５条及び別表関係） 

２ 施行期日 

令和４年２月２０日（上記１内容(3)手数料の減免対象となる事務に係

る号ずれについては、公布の日） 

 

議案第８２号 幸手市下水道条例の一部を改正する条例  

１ 内  容 

下水道法（昭和３３年法律第７９号）の一部改正に伴う引用条項の改

正 

「第６条第４号」 → 「第６条第５号」 

  （第１３条の２関係） 

２ 施行期日 

公布の日 

 

 


